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お知らせ／募集お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

お
知
ら
せ
／

募
集

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

大阪府講師登録説明会
　学校現場で勤務する講師登録
説明会を実施します。当日は、
個別相談も受け付けます。
と　き　11 月 13 日㈮　（定員各 50 名）
　　　　午後 1 時〜 2 時、3 時〜 4 時
ところ　三島府民センター 4 階・第１会議室　
　　　　（茨木市中穂積 1 丁目 3 番 43 号）
申込み　上記 QR コード（案内ページ）から　
　　　　申込みください。
※当日、説明会の場で登録を希望される人は、
証明写真（4㎝× 3㎝）を持参
※講師登録については、随時受付（教員免許　
取得見込者は、11 月頃受付開始予定）
問合せ　大阪府教職員室教職員人事課
　　　　☎ 06（6941）0351 へ

● 
お
知
ら
せ

緊
急
地
震
速
報
訓
練
の
実
施

　
11
月
５
日
㈭
午
前
10
時
ご

ろ
、
市
内
設
置
の
防
災
用
屋
外

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）

を
活
用
し
た
緊
急
地
震
速
報
の

テ
ス
ト
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

　
放
送
内
容
が
聞
き
取
り
に
く

い
場
合
は
、
デ
ジ
タ
ル
防
災
行

政
無
線
応
答
サ
ー
ビ
ス
（
自

動
音
声
）
☎
06
（
６
３
１
８
）

２
６
０
１
へ

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
へ

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
停
止

　
11
月
５
日
㈭
お
よ
び
26
日
㈭

は
、
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
、
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま

す
。

問
合
せ　
市
民
課
へ

新
小
学
１
年
生
に

ラ
ン
ド
セ
ル
を
配
付

　
来
春
、
小
学
校
に
入
学
す
る

新
１
年
生
に
、
ラ
ン
ド
セ
ル
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

　
事
前
に
送
付
の
交
換
券
で
、

配
付
日
に
入
学
予
定
の
小
学
校

で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
転
入
な
ど
で
交
換
券

が
手
元
に
な
い
場
合
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
交
換
券
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
う
え
持
参
す

る
か
、
配
付
日
当
日
に
受
付
で

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

小
学
校
＝
配
付
日
▽
味
舌
・
摂

津
＝
12
月
１
日
㈫
▽
鳥
飼
西
・

鳥
飼
北
＝
２
日
㈬
▽
千
里
丘
・

三
宅
柳
田
＝
３
日
㈭
▽
鳥
飼
・

鳥
飼
東
＝
４
日
㈮
▽
味
生
・
別

府
＝
７
日
㈪
、
い
ず
れ
も
午
後

２
時
〜
３
時
（
味
舌
・
摂
津
の

み
午
後
２
時
半
〜
３
時
半
）

※
当
日
都
合
が
悪
い
場
合
は
、

後
日
各
小
学
校
に
事
前
連
絡
の

う
え
、
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

令
和
３
年
度

学
童
保
育
室
入
室
受
付

対
象　
保
護
者
の
仕
事
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
新

小
学
１
〜
３
年
生
※
現
在
入
室

中
お
よ
び
待
機
中
で
新
年
度
入

室
希
望
の
場
合
、
申
請
が
必
要

申
請
書
の
配
布　
11
月
11
日
㈬

か
ら
市
役
所
６
階
・
子
育
て
支

援
課
お
よ
び
各
学
童
保
育
室
で

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
可
）

申
請
期
間　
12
月
７
日
㈪
〜
18

日
㈮
（
13
日
㈰
を
除
く
）
午
前

９
時
〜
12
時
・
午
後
１
時
〜
５

時
（
14
日
㈪
・
15
日
㈫
は
午
後

７
時
ま
で
）
に
、
同
課
（
12
日

㈯
は
市
役
所
１
階
・
ロ
ビ
ー
）

へ
持
参
ま
た
は
郵
送
※
郵
送
は

11
月
16
日
㈪
〜
12
月
18
日
㈮

問
合
せ　
同
課
へ

小
学
校
入
学
準
備
金

申
請
は
11
月
20
日
ま
で

　
来
春
、
小
学
１
年
生
に
な
る

児
童
の
い
る
世
帯
に
、
入
学
準

備
金
（
５
万
１
千
６
０
円
）
を

支
給
し
ま
す
。
※
所
得
制
限
が

あ
り
、
申
請
が
必
要

　
希
望
世
帯
は
、
11
月
20
日
㈮

ま
で
に
市
役
所
６
階
・
子
育
て

支
援
課
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
可
）
の
申

請
書
を
書
い
て
、
同
課
へ
持
参

ま
た
は
郵
送
※
印
鑑
、
保
護
者

名
義
の
振
込
先
口
座
が
確
認
で

き
る
書
類
が
必
要
※
令
和
２
年

１
月
１
日
時
点
の
住
民
票
所
在

地
が
他
市
の
場
合
は
、
令
和
２

年
度
（
令
和
元
年
分
）
の
所
得

証
明
が
必
要

問
合
せ　
同
課
へ

阪
急
正
雀
駅
周
辺
清
掃

　
11
月
24
日
㈫
に
、
環
境
美
化

推
進
地
区
で
あ
る
阪
急
正
雀
駅

周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い
ま

す
。
※
雨
天
の
場
合
中
止

集
合
時
間
＝
場
所　
午
前
９
時

半
＝
正
雀
ふ
れ
あ
い
広
場

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
11
月
28
日
㈯
午
前
９
時
〜
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。
専
用
電
話
は
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
で
す
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

副
市
長
に
奥
村
さ
ん
を

再
任

　
市
は
、
副
市
長
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
奥
村
良
夫
さ
ん
（
71

歳
）
を
再
任
し
ま
し
た
。
任
期

は
、令
和
６
年
10
月
18
日
ま
で
。

問
合
せ　
秘
書
課
へ

監
査
委
員
に
馬
場
さ
ん
を

再
任

　
市
は
、
監
査
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
馬
場
博
さ
ん
（
68

歳
）
を
再
任
し
ま
し
た
。
任
期

は
、令
和
６
年
10
月
18
日
ま
で
。

問
合
せ　
同
委
員
事
務
局
へ

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

障
害
者
医
療
証
の
更
新

　
対
象
者
に
は
、
新
し
い
医
療

証
を
10
月
下
旬
に
郵
送
し
て
い

ま
す
。
11
月
か
ら
は
受
診
の

際
、
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
新

し
い
医
療
証
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

新
し
い
医
療
証
（
色
）
＝
問
合

せ　
▽
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

（
桃
色
）
＝
子
育
て
支
援
課　

▽
障
害
者
医
療
証
（
ベ
ー
ジ
ュ

色
）
＝
障
害
福
祉
課
へ

国
勢
調
査
に
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

回
答
結
果
は
、
社
会
福
祉
、

雇
用
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備

な
ど
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
の
た
め

に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
人
口
な
ど
の
調
査
結
果
は
、

令
和
3
年
度
以
降
に
、
総
務
省

統
計
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、

順
次
公
表
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　
総
務
課
統
計
担
当
へ

個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）

の
納
付

　
個
人
事
業
税
（
第
２
期
分
）

の
納
期
限
は
、
11
月
30
日
㈪
で

す
。
納
付
書
は
、
第
１
期
分
の

納
付
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
除
く
※
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
納
税
の
猶
予
制
度
あ
り

問
合
せ　

大
阪
府
三
島
府
税

事
務
所
☎
０
７
２
（
６
２
７
）

１
１
２
１
へ

年
末
調
整
等
説
明
会

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

例
年
実
施
し
て
い
た
年
末
調
整

等
説
明
会
は
、
中
止
し
ま
す
。

問
合
せ　

吹
田
税
務
署
☎
06

（
６
３
３
０
）
３
９
１
１
へ

11
月
は
自
転
車

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
強
化
月
間

月
間
の
重
点　
▽
自
転
車
利
用

者
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

ス
ロ
ー
ガ
ン　
▽
交
差
点　
見

る
待
つ
止
ま
る　
い
つ
だ
っ
て

問
合
せ　
道
路
交
通
課
へ

11
月
は「
こ
こ
ろ
の
再
生
」

府
民
運
動
推
進
月
間

　
大
切
な
「
こ
こ
ろ
」
を
見
つ

め
直
し
、「
え
え
も
ん
は
え
え
」

と
は
っ
き
り
ほ
め
る
こ
と
な

ど
、
今
日
か
ら
で
も
で
き
る
身

近
な
取
り
組
み
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。

問
合
せ　

大
阪
府
教
育
総
務

企
画
課
☎
06
（
６
９
４
４
）

８
０
４
２
へ

11
月
は
大
阪
府

産
業
廃
棄
物
不
適
正
処
理

防
止
推
進
強
化
月
間

　
廃
棄
物
の
野
焼
き
、
崩
れ
そ

う
な
ほ
ど
に
積
み
上
げ
る
野
積

み
、
不
法
投
棄
は
、
法
律
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
見
し
た

ら
、
大
阪
府
ま
た
は
警
察
に
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

大
阪
府
産
業
廃
棄

物
指
導
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
５
７
２
へ

11
月
11
日
〜
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間

　
「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」
と

い
う
観
点
で
、
身
近
な
生
活
と

関
わ
り
の
深
い
「
税
」
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
※
毎

月
税
理
士
相
談
あ
り
※
詳
細
は

17
ペ
ー
ジ
へ

問
合
せ
▽
個
人・法
人
市
民
税
、

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）、
市

た
ば
こ
税
＝
市
民
税
課
▽
固
定

資
産
税
、
土
地
や
家
屋
の
評
価

＝
固
定
資
産
税
課
▽
税
金
の
納

め
方
、
納
付
相
談
＝
納
税
課
へ

11
月
25
日
〜
12
月
１
日
は

犯
罪
被
害
者
週
間

　
市
や
警
察
本
部
で
は
、
犯
罪

被
害
者
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。
被
害
に
遭
っ
た
ら
一
人
で

悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口　

▽
市
役
所
２

階
・
防
災
危
機
管
理
課
☎
06

（
６
１
７
０
）１
５
１
８（
直
通
）

▽
府
警
本
部
・
警
察
相
談
室
☎

06
（
６
９
４
１
）
０
０
３
０
へ

自
筆
証
書
遺
言
書
の
保
管

法
務
局
で
可
能
に

　

７
月
10
日
か
ら
法
務
局
で
、

自
筆
証
書
遺
言
書
の
保
管
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。
遺
言
書
の

紛
失
や
改
ざ
ん
の
お
そ
れ
が
な

く
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

大
阪
法
務
局
北
大

阪
支
局
☎
０
７
２
（
６
３
８
）

９
４
４
４
へ

● 

募
集

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
戸
数　
三
島
団
地
（
三
島

２
丁
目
５-

２
）
▽
一
般
世
帯

向
け
２
階
１
戸
▽
一
般
世
帯
向

け
６
階
１
戸

入
居
資
格　
申
込
者
本
人
が
市

内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、
同
居

ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
あ
る
人
で
、
収
入
基
準
に

合
う
こ
と
な
ど
（
詳
細
は
募
集

案
内
参
照
）

申
込
書
の
配
布　

市
役
所
２

階
・
資
産
活
用
課
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
、
正
雀
市
民
ル
ー

ム
、
安
威
川
公
民
館
、
別
府
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
新
鳥

飼
公
民
館
、
味
生
公
民
館
、
摂

津
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
で

申
込
み　
11
月
２
日
㈪
〜
16
日

㈪
（
土
日
祝
除
く
）
午
前
８
時

45
分
〜
午
後
5
時
15
分
に
、
同

管
理
セ
ン
タ
ー
（
鶴
野
１
丁
目

６
番
５
号
）
へ
（
郵
送
不
可
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◎
使
用
済
み
切
手
整
理
＝
11
月

19
日
㈭
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

（
参
加
時
間
自
由
）

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
＝
11
月
24
日
㈫
午
前
10

時
〜
午
後
３
時
（
参
加
時
間
自

由
）

と
こ
ろ
・
問
合
せ　

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
06

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ
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お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

お知らせ／募集相談
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

11 月は「ねんきん月間」 問合せ　国保年金課へ

　国民年金とは、働いている若い間に保険料を支払うことで年金受給者を支え、老後に支えてもらうという
世代間扶養の仕組みで成り立っている制度です。令和 2年度の保険料は、月額 16,540 円です。

9 月の火災・救急件数
　★火災　　 　　　　　　 4 件
　　　　　　（年間累計   25 件）
　★救急　　 　　　　　413 件
　　　　　（年間累計 3,549 件） 

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」

＃ 7119 または 06（6582）7119
（24 時間・365 日対応）

摂
津
の
魅
力
的
な
景
観
を

紹
介
す
る
写
真
募
集

　
摂
津
の
景
観
を
紹
介
す
る
写

真
や
景
観
に
関
す
る
情
報
を
募

集
し
ま
す
。

　
応
募
写
真
は
、
景
観
パ
ネ
ル

展
な
ど
で
展
示
予
定
で
す
。

応
募
方
法　
12
月
15
日
㈫
ま
で

に
、
市
役
所
５
階
・
都
市
計
画

課
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
可
）
の
応
募
用
紙

を
書
い
て
、
同
課
へ
メ
ー
ル
、

持
参
ま
た
は
郵
送　
※
必
着

問
合
せ　
同
課
へ

● 

寄
附

◎
社
会
福
祉
協
議
会
へ

◆
大
阪
よ
ど
が
わ
市
民
生
活
協

同
組
合
が
、
９
月
15
日
、
現
金

70
万
円
を
。

今 月 の 各 種 相 談 ※いずれも無料
相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市民法律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの
法律問題

毎週㊊・㊍午後１時 15 分〜４時
15 分（各日先着７人） 自治振興課（市役所２階）

☎ 06（6383）1357
※受付は実施日当日の午前９
時から相談終了時間の 30 分
前（市民法律相談は午後２時）
まで。電話可
※各相談１回 30 分まで
※要望・苦情などの市民相談
窓口は自治振興課です。

行政 国、府、市などの業務
に対する要望など

４日㊌午後１時〜３時
（前日までに要予約）

登記 登記・測量の問題など ６日㊎午後３時〜５時（先着４人）
外国人

市民相談
外国人が抱えている生
活上の諸問題

▷ポルトガル語＝事前予約制▷中
国語＝ 10 日㊋午前 10 時〜 12 時

CONSULTA PARA  ESTRANGEIROS　ATENDIMENTO　EM　
QUALQUER　DIA　C/　HORA　MARCADA　POR　TELEFONE
　06（6383）1357

中国人在日本指導咨詢　第 2 周　星期二　10 時〜 12 時

税務
税理士による所得税や
相続税、贈与税などの
税務相談

17 日㊋
午後１時半〜４時半（先着６人）

市民税課（市役所２階）
☎ 06（6319）1990
※申込みは前日までに、近
畿 税 理 士 会 吹 田 支 部 ☎ 06

（6319）0450 へ
就労

・労働
就労全般＝㊋、労働全
般＝㊌の相談 毎週㊋㊌午後１時〜４時 産業振興課（市役所４階）

☎ 06（6383）1362

消 費 生 活 消費者の利益・安全に
関する苦情・要望など

毎週㊊〜㊎
午前９時〜午後 5 時 産業振興課、消費生活相談

ルーム（市役所４階）
☎ 06（6383）2666多重債務

法律

司法書士＝㊍、弁護士
＝㊎による債務（借金）
の問題解決

▷ 5 日㊍午後２時〜５時
▷ 20 日㊎午後１時〜４時

（要事前予約）

心 配 ご と 家族関係、生計、病気
などの悩みごと

10 日㊋・17 日㊋・24 日㊋
午後１時〜３時

社会福祉協議会（地域福祉活
動支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人 権 擁 護 人権擁護委員による相
談

13 日㊎
午後２時〜３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
な ん で も

暮らしの中で起こる人
権問題

毎週㊊〜㊎
午前 10 時〜午後４時

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男 性 電 話 生き方・働き方、人間
関係の悩み 25 日㊌午後１時〜４時 人権女性政策課

☎ 06（6155）9167

女 性 総 合
（電話・面接）

女性のさまざまな悩み
の相談（家庭や職場、
パートナーからの暴力
の相談も含む）

▷毎週㊊㊋㊍㊎㊏
午前９時半〜午後５時
▷第３・４㊋午後１時〜９時
※ 3 日㊗、23 日㊗除く

男女共同参画センターウィズ
せっつ・相談室
女性総合
☎ 06（4860）7116
法律・面接予約
☎ 06（4860）7114
※乳幼児の一時保育あり（５
日前までに要予約）

専
門
相
談

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談

▷ 10 日㊋午後２時〜４時 40 分
▷ 24 日㊋午後５時〜７時 40 分

女性面談
（要予約）

女性カウンセラーによ
る心の悩みのカウンセ
リング

▷ 12 日㊍・26 日㊍午前 10 時〜
12 時 50 分
▷ 17 日㊋午後３時〜７時 50 分

●整骨院・接骨院（柔道整復師の施術）
　骨折・脱臼・打撲・ねんざ（肉離れを含む）
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前
に医師の同意が必要
※肩こり・筋肉疲労などの施術は、
保険対象外となり全額自己負担
※柔道整復師の施術を受けたときは、
医療費控除の対象
●はり・きゅう
　神経痛・リウマチ・頸腕（けいわん）症候群・五十肩・
その他慢性的な疼痛を主症とする疾患など
●マッサージ
　筋麻痺・関節拘縮などで医療上マッサージを必要
とする症例
※はり・きゅう、マッサージについてはいずれも、
医師の同意書または診断書が必要
※疲労回復や疾病予防のためのマッサージなどは、
保険対象外となり全額自己負担

11 月は「ねんきん月間」

〜よくある質問〜
Ｑ．障害基礎年金とは？
Ａ．病気やけがによって生活や仕事などが制限さ
れるようになった場合に、現役世代の人も含めて
受け取ることができる年金です。対象者は、次の

（1）から（3）の要件を満たす人となります。
（1）障害の原因となった病気やけがの初診日が、
いずれかの期間にある場合
▽国民年金加入期間
▽ 20 歳前または日本国内に住む 60 歳以上 65 歳
未満の人で、年金制度に加入していない期間

（2）障害の状態が、障害認定日または 20 歳に達
したときに一定の基準にあること

（3）保険料の納付要件を満たしていること※ 20
歳前の年金制度に加入していない期間に初診日が
ある場合は納付要件不要

Ｑ．産前産後免除制度とは？
Ａ．出産予定日または出産日が属する月の前月か
ら 4 カ月間の国民年金保険料が免除されます（多
胎の場合は 3 カ月前から 6 カ月間）。
※出産とは、妊娠 85 日（4 カ月）以上の出産（死
産、流産、早産された人を含む）
対象者：国民年金第 1 号被保険者
申請は、年金手帳と印鑑、母子健康手帳（出産後
の届出の場合は不要）を持参してください。

Ｑ．年金生活者支援給付金制度とは？
Ａ．公的年金などの収入や所得が一定以下の場合
に、年金に給付金を上乗せして支給される制度で
す。令和 2 年度に新たに受給対象となる人には、
10 月中旬から日本年金機構より請求書を送付して
いますので、忘れずに返送してください。

問合せ　国保年金課へ

出張年金相談
　ねんきん月間に伴い、国民年金・厚生年金・障害
年金などに関する出張相談を開催します。
と　き　11 月 20 日㈮
　　　　午前 10 時〜 12 時、午後 1 時〜 4 時
ところ　市役所東別館２階・第１・２会議室
※年金手帳・本人確認書類・本人以外の相談時は、
委任状および代理人の本人確認書類などを持参

　国民年金とは、働いている若い間に保険料を支払うことで年金受給者を支え、老後に支えてもらうという
世代間扶養の仕組みで成り立っている制度です。令和 2年度の保険料は、月額 16,540 円です。

  国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ

 柔道整復、はり・きゅう、マッサージのかかり方
  〜健康保険を適用できるケースは次のとおりです〜


